
 
 
 

 

 

１ 地デジ完全移行に向けた総合対策の実施  関係 

○ 平成２１年１２月時点の地上デジタル放送エリアのめやす 

○ 地上デジタル中継局の整備予定 

○ 辺地共聴施設の改修等の支援 

○ 受信障害対策共聴施設の改修の支援 

○ 地域情報通信基盤整備推進交付金を活用した地上デジタル放送の普及推進状況 

 

２ デジタル・ディバイドの解消  関係 

○ ブロードバンド未整備地域の整備促進（四国管内の整備状況） 

○ ブロードバンド未整備地域の整備促進（具体的な取組） 

 

  ３ 地域活性化のためのＩＣＴ利活用の促進  関係 

○ 地域コンテンツの利活用に関する構築モデルのイメージ 

○ 総務省 電波利用 電子申請・届出システム 

○ 電子申請の普及推移（四国） 

 

  ４ 安心・安全な生活環境の確保  関係 

○ 安心・安全な生活環境の確保（四国電気通信消費者支援連絡会（仮称）を設置） 

○ 児童・生徒の安心・安全の確保（e－ネットキャラバンの推進）  

○ 小型船舶救急連絡システム 

 ○ 非常災害対応のための関係機関の重要通信網の現状 

 

重点施策（参考資料） 





地上デジタル中継局の整備予定 (２００９年１２月までの開局予定)
香川県徳島県

注） 開局（予定）時期は、開局準備の進捗状況等により変更になることがあります。

2009年夏頃(ITV,eat)
2008年12月
(NHK,RNB,EBC)

小田

2010年(eat)

検討中（ITV）

2009年夏頃
(NHK,RNB,EBC)

城川

2009年冬頃(RNB,EBC)2009年夏頃(NHK)津島御槙(御槙)

2009年7月(ITV,eat)
2008年10月
(NHK,RNB,EBC)

川内

2009年5月(EBC)
2008年12月
(NHK,RNB)

吉海

-
2009年夏頃
(NHK,RNB,EBC)

宮窪

-
2009年春頃
(NHK,RNB,EBC)

城辺深浦(深浦)

-
2009年春頃
(NHK,RNB,EBC)

西海

2009年5月(ITV,eat)2008年6月(NHK,EBC)伊予由良（由良）

2009年5月(ITV,eat)
2008年6月

(NHK,RNB,EBC)
南宇和（御荘）

他の局先行局

開局（予定）時期
中継局名

愛媛県

高知県

2009年秋頃土佐大月

2009年秋頃小筑紫

2009年秋頃大月弘見

2009年秋頃室戸領家

2009年夏頃佐喜浜

2009年夏頃東洋野根

2009年夏頃東津野

2009年夏頃土佐葉山

2009年春頃矢井賀

2009年春頃大野見

2009年3月窪川興津

2009年2月(NHK)

2010年春頃(RKC,KUTV,KSS)
窪川琴平

2009年1月北川

2009年1月馬路

2009年秋頃下川口

2009年夏頃仁淀

2009年夏頃池川

2009年2月物部

開局（予定）時期中継局名

愛媛県

-2009年冬頃(NHK,RNB,EBC)長浜

-2009年秋頃(NHK,RNB,EBC)北条立岩(立岩)

-2009年夏頃(NHK,RNB,EBC)北条浅海(浅海)

2009年秋頃三加茂加茂山

2009年冬頃海部野江

2009年秋頃三加茂森清

2009年8月東祖谷山

2009年9月上勝

2009年9月(NHK)佐那河内

2009年7月東祖谷山高野

2009年5月大歩危

2009年4月一宇

2009年10月山城大野

2009年7月吾橋

2009年6月井川井内谷

2009年3月一宇東

2009年1月阿南新野

開局（予定）時期中継局名

2009年10月(NHK)大内丹生

2009年10月(NHK)仁尾曽保

2009年8月(NHK)引田安戸

2009年10月(NHK）大内水主

2009年3月(NHK,KSB)

2009年6月(RNC,RSK,OHK)
綾上

2009年7月(NHK,RNC)観音寺

2009年3月土庄

開局（予定）時期中継局名



山間部等においてデジタルテレビ放送を受信するため共聴施設を改修又は新設する者に対して
国がその整備費用の一部を補助。特に新たな難視地域において共聴施設を新設する場合の補助
率を見直し、支援措置を拡充（補助率：１／２⇒２／３）。

① 事業主体 ： 市町村又は辺地共聴施設の設置者

② 対象地域 ： 山間部など中継局の放送エリアの外の地域

③ 補助対象 ： 受信点設備の移設費、改修費等

④ 補助率 ：

既設共聴施設を改修する場合 → １／２

新たな難視地域において共聴施設を新設する場合 → ２／３

辺地共聴施設の改修等の支援辺地共聴施設の改修等の支援

① 事業主体 ： 市町村又は辺地共聴施設の設置者

② 対象地域 ： 山間部など中継局の放送エリアの外の地域

③ 補助対象 ： 受信点設備、有線伝送路、送信設備等

④ 補助率 ：

既設共聴施設を改修する場合 → １／２

新たな難視地域において共聴施設を新設する場合 → ２／３

（１）有線共聴施設の場合 （２）無線共聴施設の場合

受信点設備等 線路アンプ調整
受信点設備等

有線伝送路有線伝送路

送信設備
（ギャップフィラー）

２ 平成２１年度予定額 ５２．１億円

１ スキーム

有線共聴施設の場合は各世帯当たりの費用が
３万５千円を超える場合が補助対象。



全国に約５万施設、約６５０万世帯が利用している都市受信障害対策共聴施設については、原
因者の特定が困難である等のため、デジタル化が進展していない状況。このため、施設のデジ
タル化改修を受信者等が行う場合、その負担が著しく過重となるものについて国が改修費用の
一部を補助する。また、住民からの要望に基づき受信調査を実施し、デジタル化対応の加速を
図る。

(1) 施設の改修（民間法人等を経由して補助）

① 事業主体 ： 共聴施設の管理者

②補助対象 ： 受信点設備、幹線設備の改修費等

③補助率 ： １／２

(2) 受信調査費・事務費

①事業主体 ： 民間法人等

②補助率 ： １０／１０

受信障害対策共聴施設の改修の支援受信障害対策共聴施設の改修の支援

２ 平成２１年度予定額 ５３．９億円

１ スキーム
アナログ放送時アナログ放送時

電波の到来方向

新規に建設される建築物等によって、受信
障害が発生した場合は、当該建築物等の
建築主（原因者）の責任と負担で共聴施設
を設置

高層建築物

アナログ放送の
受信障害エリア
（ビル陰）

受信障害世帯

デジタル放送への移行時デジタル放送への移行時

電波の到来方向

反射波も受
信障害の原
因となること
もあり

放送電波の送信タワーに近い地域であ
る強電界地域では受信障害はほぼ解消

送信タワーから遠い地域である中弱電
界地域ではデジタル放送でも受信障害
は継続（アナログ放送時と比べて障害
エリアは縮小）

このため、共聴施設のデジタル化改修が必要となるが、送信タワーとの間に
既に建っている多数の建築物が電波を弱めている可能性があり、原因者を特
定することは困難。

受信障害世帯

デジタル放送
の受信障害エ
リア（ビル陰）



西南地域ネットワーク(株)

四万十町(旧十和村)

よさこいケーブルネット(株)

高知ケーブルテレビ(株)

土佐有線テレビ施設組合

香南施設農業協同組合

(株)ハートネットワーク

今治シーエーティブイ(株)
上島町(旧弓削町)

今治市(旧波方町)

(株)愛媛ＣＡＴＶ

(株)ケーブルネットワーク西瀬戸

(財)八西地域総合情報センター

西予ＣＡＴＶ(株)（野村ケーブルテレビ(株)）

宇和島ケーブルテレビ(株)

(株)四国中央テレビ

四国中央市

さぬき市

三豊ケーブルテレビ放送(株)

高松市(旧塩江町)

中讃ケーブルビジョン(株)

香川テレビ放送網(株)

(株)ケーブルメディア四国

苗羽坂手テレビ共聴施設組合

三好市

(株)池田ケーブルネットワーク

テレビ阿波(有)

那賀町(旧上那賀町、旧木頭村、旧木沢村)

那賀町(旧鷲敷町、旧相生町)

阿波市(旧市場町)

(株)ケーブルテレビあなん

徳島県南メディアネットワーク(株)

(株)東阿波ケーブルテレビ

徳島中央テレビ(株)

国府町農事放送農業協同組合

ケーブルテレビ徳島(株)

(株)ひのき

(株)テレビ鳴門

エーアイテレビ(株)

阿波市(旧土成町)

石井町有線放送農業協同組合

阿波市(旧阿波町)

阿波市(旧吉野町)

(株)ＳＴＮｅｔ

(株)ケーブルネットおえ 

上板町有線テレビ(株)

徳島県 18事業者

香川県 ７事業者

愛媛県 11事業者

高知県 ６事業者

※ 世帯普及率は、平成19年度末の住民基本台帳世帯数から算出。
※ 電気通信役務利用放送法の登録を受けた者の設備で、有線テレビジョン放送法の許可施設と同様の放送
　 方式により放送を行っている事業者も含む。
※ 市町村内の一部地域を施設区域としていることを示し、全域を施設区域としているとは限らない。

※ 加入世帯数は、平成20年9月30日現在

四国総合通信局資料

　　　 　　　　　　　　 加    入　    加    入　　加入世　
区　別　 　　　　　　　 世 帯 数　    世 帯 数　  帯数の　
　　　　　　　　　　　 (H19.9.30)    (H20.9.30)   伸び率

　徳島県 　 18 　  19　  170,654世帯　181,778世帯    6.5％　57.4％

　香川県　　 7　　  7　  110,405世帯　117,817世帯　  6.7％  29.1％

　愛媛県 　 11　   11　  146,209世帯　160,216世帯　  9.6％  25.7％

　高知県 　  6　    6　   68,912世帯　 70,785世帯　  2.7％  20.4％

 四国管内　 42　   43　  496,180世帯　530,596世帯　  6.9％  31.4％

　全　国 　521　  698　  2,150万世帯　2,259万世帯　  5.2％  43.2％ 

事業　許  可　 　                                世  帯
者数　施設数　               　                  普及率

地域情報通信基盤整備推進交付金を活用した地上デジタル放送の普及推進状況

   交付金整備地域

平成20年度交付金を活用し9市町が施設を整備中。



平成２０年度総務省地域情報通信基盤整備推進交付金を活用し、１０市町が整備中。平成２０年度総務省地域情報通信基盤整備推進交付金を活用し、１０市町が整備中。

愛媛県上島町

高知県土佐清水市

高知県四万十町

徳島県海陽町・牟岐町・
美波町

愛媛県宇和島市

愛媛県西予市

（約１４０世帯が解消予定）

（中心部の超高速化）

（約４，０００世帯が解消予定） （約３，９００世帯が解消予定）

（約３，０００世帯が解消予定）

（約４，０００世帯が解消予定）

ブロードバンド未整備地域の整備促進①～四国管内の整備状況～

平成２０年３月末 平成２０年９月末

未整備世帯数 未整備率 未整備世帯数 未整備率

徳島県 １．１万世帯 ３．５％ ０．８万世帯 ２．５％

香川県 ０．８万世帯 ２．０％ ０．６万世帯 １．５％

愛媛県 ３．４万世帯 ５．５％ ３．１万世帯 ５．０％

高知県 ３．３万世帯 ９．６％ ３．２万世帯 ９．４％

四 国 ８．８万世帯 ５．１％ ７．７万世帯 ４．６％

全 国 ８８万世帯 １．７％ ７３万世帯 １．４％

ブロードバンド未整備世帯数と未整備率の推移ブロードバンド未整備世帯数と未整備率の推移

※ 1 市町村の行政界は平成20年 4月1日現在である。
※ 2 全国ブロードバンド・マップは、ブロードバンド・サービス

（ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬ、ケーブルインターネット等）について、
事業者情報等から、原則町丁目字単位で利用可能の
有無を区分し地図上に色塗りしており、色塗りした地域
の全域で必ずしもサービス提供されているとは限らない。

愛媛県新居浜市・西条市
（超高速化）



全国的に整備が遅れている四国管内のブロードバンド未整備地域について関係
団体とともに整備に向けたロードマップの具体化を図り整備を推進

全国的に整備が遅れている四国管内のブロードバンド未整備地域について関係
団体とともに整備に向けたロードマップの具体化を図り整備を推進

平成１８年１０月１９日設置

【目的】
連絡会は、２０１０年度までに四国全域における
ブロードバンド環境を実現するため、ブロードバンド
未整備地域の実情に応じた整備方策について協議する
会 長：情報通信部長 副会長：無線通信部長
構 成：四国総合通信局、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、電気通信事業者、日本ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ連盟四国支部
事務局：四国総合通信局電気通信事業課

四国ブロードバンド整備推進連絡会

全国レベルの推進体制が示す方向性を踏まえ、四国におけるブロードバンド環境
の整備に向けた次に掲げる事項について取り組むこととする。
① 四国管内におけるブロードバンド整備状況・整備計画の把握。
② ブロードバンド整備のロードマップ及び四国の実情に応じた整備方策の検討。

●総務省のデジタル・ディバイド解消戦略に基づき、
四国ブロードバンド整備推進連絡会及び各県部会
による地方公共団体及び電気通信事業者等との連
携、デジタル・ディバイド解消グループによる局内の
連携により、ロードマップに沿って未整備地域の整
備を推進。

●未整備地域が多く残る愛媛県、高知県の自治体
を重点に当該市町村に赴くなどにより整備策の助言
を行うなどの働きかけを実施。

ブロードバンド未整備地域の整備促進②～具体的な取組～

平成２０年度の取組例：
平成２０年７月１４日に「ブロードバンド整備に関する講演会」
を高知市内で開催。約９０名が参加し、デジタル・ディバイト解消
戦略やＡＰＰＬＩＣによる最近の取組について理解を深めた。
１．「総務省におけるデジタル・ディバイド解消に向けた取組」

総務省 総合通信基盤局 事業政策課 課長補佐 中村 伸之 氏

２．「最近のＡＰＰＬＩＣの取組と条件不利地域における整備の方向性」

早稲田大学大学院 国際情報通信研究科 教授 三友 仁志 氏

（ＡＰＰＬＩＣ 情報通信インフラ委員会

ブロードバンド全国整備促進ＷＧ主査）



地域コンテンツの利活用に関する構築モデルのイメージ

地域コンテンツ提供者
（自治体、個人、学校、企業など）

地域コンテンツ・サーバ

道の駅

地域の映像素材

地域コンテンツの管理機能
コンテンツを共用できる機能
情報発信機能

ブロードバンド網
地域公共ネット,CATVなど

適正なコンテンツとして管理する担保
●会員制
●セルフチェックシートの活用

◎地域コンテンツ利活用のためルール
平成２０年度に作成した「地域コンテンツの利活用に関するガイドライン」を活用する。

地域文化、風景、イベント
などの映像

四国地区「道の駅」連絡会
との連携

徳島県 １４施設

香川県 １８施設

愛媛県 ２２施設

高知県 ２１施設

四国 ７５施設



《電子申請の特徴》 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンラインで受け付けた申請情報について、 

その後の総務省における処理の進行状況を 

リアルタイムで確認することが可能です。 

  

   申請書類の窓口への持参・郵送の必要がなく、 

自宅・オフィス等から原則２４時間・３６５日 

電子申請を行うことが可能です。 

（ただし、メンテナンス等により、システムを停止する場合があります。）

 
☆ 電子申請を行う際の手数料は、書面による申請よりも約３割お得です。 

☆ アマチュア局は、電子証明書や IC カードリーダライタがなくても発行されるユ

ーザ ID・パスワードで電子申請ができます。 

総務省 電波利用 電子申請・届出システムで、

電波利用に関する無線局の免許申請、無線局再

免許申請等の手続きについて電子申請（インタ

ーネットによる申請・届出等）が可能です。 

 詳細は、総務省 電波利用 電子申請・届出シ

ステムホームページをご覧下さい。 

  http://www.denpa.soumu.go.jp 

 

 

〈〈トピックス〉〉 



《電子申請の特徴》 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇総務省 電波利用 電子申請・届出システムについて、ご不明な点がありましたら、 

ヘルプデスクまでご連絡ください。 

【ヘルプデスク】 

電話番号 0120-850-221  

月曜日から金曜日（祝日及び 12/29～1/3 を除く）8:30～17:00 

業務内容 総務省 電波利用 電子申請・届出システムのサイト内の記載内容、 

操作方法及び運営に関する質問 

◇申請・届出手続については四国総合通信局の担当窓口にお問い合わせください。 

四国総合通信局ホームページ：http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/ 

 

  

 

各手続きは代理人による申請が可能です。 

 
  

 

  

手数料を要する電子申請を行った場合、その納付

は、インターネットバンキングやＡＴＭを利用す

る電子納付となります。 

（ただし、電子納付に対応していない金融機関もありますので、 

詳細については各金融機関にお問い合わせいただくか、または、 

ペイジーのホームページをご参照ください。） 
http://www.pay-easy.jp/payeasy_facilities/financial.htm 

   申請情報等は、電子署名により改ざんやなりすま

しが防止されます。また、通信中の情報は暗号化

することにより第三者の盗聴を防止します。 

電子申請を行う場合は、次の４点について 

準備が必要です。 

① 電子証明書の取得 
② IC カードリーダライタの準備 

③ パソコンのセットアップ 

④ ユーザ登録、ID・パスワード確認 

準備の方法は、総務省 電波利用 電子申請・届出システムホームページの 

「電子申請の準備」をご覧ください。  

http://www.denpa.soumu.go.jp/public/prep/index.html 



四国総合通信局
電子申請の普及推移（四国）電子申請の普及推移（四国）

（年度）H１８ H１９ H２０（12月末）

2.3

14.2

27.9

（再免許） （免許）

１０

２０

３０

４０

（％）

22.5

41.5

29.4

（再免許） （免許） （再免許） （免許）



【背景】
○総務省が、電気通信分野における市場環境や利用環境の変化に対応した利用者利益の確保・向上に向けた基本的なルールの○総務省が、電気通信分野における市場環境や利用環境の変化に対応した利用者利益の確保・向上に向けた基本的なルールの
在り方及び具体的施策の検討を行うため、平成２０年４月から開催した「電気通信サービス利用者懇談会」（座長：新美在り方及び具体的施策の検討を行うため、平成２０年４月から開催した「電気通信サービス利用者懇談会」（座長：新美 育育
文文 明治大学法学部教授）の報告書（平成明治大学法学部教授）の報告書（平成22１年１年22月）において、次の提言がなされた。月）において、次の提言がなされた。
①電気通信消費者支援連絡会地方版の開催について
総務省は、各地方局において行政、消費者センター、電気通信事業者等の関係者による定期的な情報・意見交換の場の設置
を検討し、各地方ごとに連携体制を構築すること。
②消費生活センターとの連携強化
総務省は、現在の相談窓口（電気通信消費者相談センター）について、相談の二次窓口としての役割や、消費生活センター
等への情報提供等の役割の強化を検討すること。

［概要］
開催時期 年２回を予定（９月、３月）
構成員 四国総合通信局、四国４県消費生活センター(四国4県等）、電気通信事業者、日本ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ連盟四国支部
検討事項 ・電気通信事業分野における主な消費者問題の状況

・制度整備等の行政による対応策
・電気通信事業者・代理店等による対応策
・関係機関・団体の連携のあり方
・消費者保護を業務とする関係機関との連携も含めた苦情処理・相談体制の在り方
・その他

事務局 四国総合通信局電気通信事業課

安心・安全な生活環境の確保
－ 四国電気通信消費者支援連絡会（仮称）を設置 －

ＩＣＴの急速な技術革新や規則改革による競争の進展等により、多様な電気通信サービスが国民各層に
広く普及・浸透する一方で、サービスの内容が高度化・複雑化したことによる契約時のトラブルが増加し
ている。
このような状況の中、消費者の利益の確保、電気通信事業に対する信頼の確保に向けて、電気通信サー
ビスにおける消費者支援の在り方についての継続的な意見交換を行うことにより関係者の連携を図るため、
四国電気通信消費者支援連絡会(仮称)を設置する。

ＩＣＴの急速な技術革新や規則改革による競争の進展等により、多様な電気通信サービスが国民各層に
広く普及・浸透する一方で、サービスの内容が高度化・複雑化したことによる契約時のトラブルが増加し
ている。
このような状況の中、消費者の利益の確保、電気通信事業に対する信頼の確保に向けて、電気通信サー
ビスにおける消費者支援の在り方についての継続的な意見交換を行うことにより関係者の連携を図るため、
四国電気通信消費者支援連絡会(仮称)を設置する。



児童・生徒の安心・安全の確保
－ ｅ-ネットキャラバンの推進 －

ｅ－ネットキャラバンの取組を推進し、保護者及び教職員等にインターネット
の安心・安全利用に関するガイダンスを行い、インターネット利用における児
童・生徒の安心・安全を確保

ｅ－ネットキャラバンの取組を推進し、保護者及び教職員等にインターネット
の安心・安全利用に関するガイダンスを行い、インターネット利用における児
童・生徒の安心・安全を確保

● 「ｅ－ネットキャラバン」の周知を行い講座開設の協力要請

● 「ｅ－ネットキャラバン」の講師の養成

● 講座への講師派遣

e-ネットキャラバンは、通信業界の企業の社会貢献活動として取
り組まれている「e-ネット安心講座 通信業界キャラバン」
私たちの日常生活やビジネスに欠かせない大変便利なコミュニケー
ションツールであるインターネット、携帯電話を利用するに当たり、
ウィルス、迷惑メール、個人情報漏洩、架空請求詐欺等のトラブル
が多発しており、近年、子どもたちが容易に携帯電話やインター
ネットに触れる環境が整ってきていることから、児童・生徒を保
護・教育する立場にある保護者及び教職員向けにインターネットの
安心・安全利用に関するガイダンスを実施するものです。

e-ネットキャラバンは、通信業界の企業の社会貢献活動として取
り組まれている「e-ネット安心講座 通信業界キャラバン」
私たちの日常生活やビジネスに欠かせない大変便利なコミュニケー
ションツールであるインターネット、携帯電話を利用するに当たり、
ウィルス、迷惑メール、個人情報漏洩、架空請求詐欺等のトラブル
が多発しており、近年、子どもたちが容易に携帯電話やインター
ネットに触れる環境が整ってきていることから、児童・生徒を保
護・教育する立場にある保護者及び教職員向けにインターネットの
安心・安全利用に関するガイダンスを実施するものです。

平成２０年度 実施講座数遣数 (四国) ４７回

受講数 (四国) 約９２００人

ｅネットキャラバンｅネットキャラバン



小型船舶救急連絡システム

小型船舶救急連絡システムは、既存の通信設備を用いて、小型漁船からの転落時の場合など、身につけた小型の発信器から

船舶局を介し、自動的に海岸局へ緊急の事態を知らせるシステム。

漁船員用救急発信器

緊急情報
船名、緯度経度
時刻等

２７ＭＨｚ

転落者

海上保安庁

水センサ又は手動スイッチで
救急信号発信

Ⅰ 運用動作
①漁船員が海中に転落した際、携帯する漁船員用救急発信器から救急信号を自動的に発信。
②漁船の受信制御器が救急信号を受信すると、漁船の無線電話機を通じて位置情報、船舶ＩＤなどの情報を海岸局へ送信。
③海岸局では救急情報を受信すると、救急内容表示器に船名、位置等の情報を画面に表示し、サイレンの鳴動を行う。

Ⅱ メリット
① 漁船員用救急発信器の救助信号の発信から海岸局の救急内容表示器の
データ表示まで自動的に行う。
②既存の無線設備が利用可能。
③救急内容表示器はＰＣを使用しているため、外部ﾈｯﾄﾜｰｸに接続可能。
④漁船員用救急発信器は特定小電力無線機器を使用するため免許不要。

・無線機を制御

・エンジン停止装置

受信制御器

GPS用アンテナ

サイレン

（必要に応じて設置可能）

既設品

発光器

27MHz 1W DSB
無線電話機

既設品

27MHz 1W DSB
無線電話機

既設品

救急信号処理器

救急内容表示器

救助

サイレン

・ＩＤをデータベース化する
・専用ＰＣ
・プリンタなどの周辺機器の接続が可能
・将来のネットワーク接続に対応可能

救急情報

他の海岸局

他の海岸局



非常災害対応のための関係機関の重要通信網の現状
中央防災無線網

消防・防災無線網

都道府県防災無線

市町村防災無線

その他関係機関独自の通信網

都道府県レベル 居住区域市町村レベル

国レベル

水防・道路管理用通信網

警察用通信網

防衛用通信網

海上保安用通信網

気象用通信網

内閣総理大臣官邸

内 閣 府

関係行政機関

日本赤十字社
他関係公共機関

国土交通省

関係地方公共機関

放送局

放

送

同 報

市町村

消防本部
（消防署）

警察署

病 院

学 校

ボランティア
防災機関

防災関連公共機関

消防・防災無線網

警 察 庁

防 衛 省

海 上 保 安 庁

気 象 庁

都道府県警察本部

自衛隊駐屯地

海上保安部

気象台（測候所）

地方建設事務所

都道府県
住 民

消 防 庁

中央防災無線網

４（３）災害時等における通
信体制の整備関係資料
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